
 

 

 

 主催 一般社団法人岩手県建築士事務所協会  

令和７年４月１日に改正建築物省エネ法が施行され、小規模建築物を含む原則全

ての新築等に省エネ基準適合義務が課されました。これに伴い、原則全ての建築物

で省エネ基準への適合を確認することになります 

が、非住宅には「仕様基準」が設けられていないため、計算によって省エネ基準への

適合を確認する必要があります。 

 新たに省エネ適判の対象となった小規模非住宅建築物に使用できる簡易計算法

「モデル建物法（小規模版）」の計算プログラムへの入力等について解説した動画の

講習を開催し、講習会後に個別に建築基準法・建築物省エネ法改正に伴う個別相談

会を行います。 

8月と 9月に開催した演習時間中に実際に入力を行った解説部分の講習となります。入力演習については、テキスト

及び資料を参考にし、各自事務所にて入力してみてください。既に受講された方も再受講可能です。 
 
■開 催 日 令和８年１月１４日（水） １月１６日（金）  

１月２３日（金） １月２９日（木） 計４回開催 

■会 場 建築会館 ２階大会議室  

盛岡市名須川町 18-16 (一社）岩手県建築士事務所協会内 

■申 込 締 切 １４日、１６日分 令和８年１月１３日（火）１７時必着  

 ２３日、２９日分 令和８年１月２０日（火）１７時必着 

■時   間 講 習 １３：３０～１６：０５  （受付 １３：００～） 

        相談会 １６：１０～ 

■受講対象者 省エネ計算の基礎を学びたい小規模非住宅建築物の設計者等 

■定   員 各日 １０名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

■受  講  料 無 料 

■プログラム（予定） 

時 間 内   容 

13:30～13:35 主催者あいさつ  

13:35～15:00（約 85分） 

 動画講習 

1.建築物省エネ法の概要 

2.非住宅建築物の省エネルギー基準 

3.非住宅用途における計算方法 

4.モデル建物法（小規模版） 

15:00～15:10 （10分） 休       憩 

15:10～16:05（約 55分） 

 動画講習 

5.入力シートを利用した評価方法 

6.基準未達時における基準適合のポイント 

7.設計図書への記載項目について 

8.工事監理の確認項目および確認方法について 

9.住宅と非住宅の複合建築物の場合 

10.増改築時における省エネ性能の算定の考え方 

11.軽微な変更 

16:05～16:10 （5分） 休       憩 

16:10～ 個別相談会 

 建築物省エネ法講習（小規模非住宅建築物設計者用） 

  及び建築基準法・建築物省エネ法改正に伴う相談会 開催案内 

受講料 無料 



■申 込 方 法 下記申込欄にご記入のうえＦＡＸ、メールにてお申し込みください。 

受付後、受講票をメールにて返送いたします。 

 

■お問合わせ 一般社団法人岩手県建築士事務所協会 担当：菊池、志田 

TEL 019-651-0781 FAX 019-651-8677 メール iwajk@estate.ocn.ne.jp   

 

 

申  込  欄 
送信先  メールアドレス  iwajk@estate.ocn.ne.jp     FAX番号 ０１９－６５１－８６７７  

 

ふりがな  

受講者氏名  

希望日 

※希望する日に☑をつけて下さい 
□１月１４日（火） □１月１６日（金） □１月２３日（金） □１月２９日（木） 

保有資格 

※該当事項に☑をつけて下さい 
□ 一級建築士 □ 二級建築士 □ 木造建築士 

□ その他

（        ） 

事務所名  

所在地 

〒      - 

連絡先 TEL FAX 

E-mail 

※このメールに受講票を送信します 
 

個別相談について       個 別 相 談 希 望  （        ） ※希望の方は○を記入 

個別相談については別紙「建築基準法・建築物省エネ法改正 建築士サポート申込書」にご記入のうえ、あわせて送

信お願いします。 

 

ご登録いただいた個人情報は、本講習実施及び本協会に関する情報提供のために使用し、個人情報保護法に基づき

適正に管理いたします。 
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